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まず、知ってください。 
あ な た の 安 心 を サ ポ ートし ま す。 

住宅性能表示制度 
シックハウス対策は住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表
示制度についても改正されました。住宅性能表示制度は、「住宅の品質確保の
促進等に関する法律」に基づき、平成12年10月にスタートした新しい制度です。
シックハウス対策はもちろん、住まいの安心チェックができる制度です。 

住宅ローンの優遇や地震保険料の割引もあります。 
建設住宅性能評価書（工事段階での評価書）の交付を受けた住宅は、民間
金融機関や公共団体の住宅ローンの優遇を受けられる場合があります。また、
地震に対する強さの程度に応じた地震保険料の割引などもあります。詳しくは、
各金融機関や保険会社にお問い合わせください。 

住宅性能表示制度についても知っておこう。 

住まいの性能が等級や数値で表示されるので安心 
「地震などに対する強さ」「省エネルギー対策」など９分野の性能項目について、等級や数値で表示します。建物の性能の違いを専

門知識がなくても比べることができるので安心です。注文住宅を建てる時に「地震の等級は２、省エネルギーの等級は３」というように

ハウスメーカーや工務店に依頼できます。また、住宅を購入する時には、性能の違いを比較検討して選ぶことができます。 

評価員が性能をチェックするので安心 
国土交通大臣から指定された第三者機関（評価機関）の評価員が、求めた性能どおりに設計や工事が進められているかどうかをチ

ェックするので安心です。 

万一のトラブルにも専門機関が対応してくれるので安心 
建設住宅性能評価書（工事段階での評価書）の交付を受けると、万一、その住宅にトラブルが起きても「指定住宅紛争処理機関」が

迅速・公正に対応してくれますので、安心です。 

住宅性能評価機関 
評価機関は全国にあり、評価機関のご紹介
は住宅性能評価機関等連絡協議会で行って
います。 

住宅性能表示制度は「安心をはかるモノサシ」です。 

住宅性能評価書が発行されます。 
評価機関に申し込んでいただくと、設計段階での評価書と工事段階での評価書の２つの評価書が交付されます。また、評価機関に支

払う手数料はそれぞれの評価機関が定めていますので、個別におたずねください。 

申し込みを行う際にはあらかじめ工務店などに相談してください。 
評価機関に住宅性能評価の申し込みを行う場合には、設計図面等の必要書類をそろえる必要があります。したがって、申し込みを

行う際にはあらかじめ設計をしてもらう工務店などに相談して下さい。 

「住宅性能評価」は、全国の評価機関で行っています。 


